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任意継続被保険者の標準報酬月額について（公告） 

 

 

 

     令和８年度における任意継続被保険者にかかる健康保険法第４７条 

 

二号の規定による標準報酬月額は、次のとおりであるので公告する。 

 

 

         標準報酬月額   ４１０，０００円 

 

         標準報酬日額    １３，６７０円 

 

 

    ※任意継続被保険者の上限月額保険料 

 

         健康保険料    ３８，５４０円 

          

 

 

    ※本標準報酬月額は、令和８年４月から令和９年３月まで 

     適用されます。 

 

以  上  


